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要約 

1. 調査方法と回収率 

令和 5 年度調査は、令和 4 年度の国内出願における特許審査全般の質（票 1）、令和 4 年度

の PCT 出願における国際調査等全般の質（票 2）について、オンラインアンケート形式で実施し

ました（回答受付期間：令和 5年 5月～6月）。 

表 1は、回答率の経年変化を示したものです1。 

 

表 1：調査票の回答率 

 R5(回答数/対象数) R4(回答数/対象数) R3 R2 R1 H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 

票 1 
80.4% 

(530/659) 

84.9% 

（535/630） 

87.3

% 

87.0

% 

88.0

% 

90.0

% 

90.6

% 

89.3

% 

85.5

% 

86.8

% 

91.8

% 

91.4

% 

票 2 
82.0% 

(314/383) 

85.9% 

（317/369） 

88.4

% 

85.1

% 

90.5

% 

93.5

% 

92.3

% 

91.2

% 

87.4

% 

88.7

% 

90.6

% 

91.8

% 

 

2. 国内出願における特許審査全般の質（票 1）について 

令和 4 年度の国内出願における特許審査全般の質についての評価（全体評価）は、「普通」以

上の評価の割合が 96.6%（昨年度調査では 95.7%）、上位評価割合2が 61.1%（同 61.3%）でした（図

1）。 

特許庁が達成すべき目標（実施庁目標）に関係する「面接、電話等における審査官とのコミュ

ニケーション」についての評価は、「普通」以上の評価の割合が 96.3%（同 95.9%）、上位評価割合

が 65.5%（同 66.1%）であり、令和 4 年度実施庁目標（上位評価割合 65%以上）を達成しました（図

2）。 

昨年度調査の結果に基づいて優先項目3とした「判断の均質性」は、「普通」以上の評価の割合

が 85.8%（昨年度調査では 81.8%）、上位評価割合 が 36.9%（同 38.6%）でした（図 3）。 

同様に優先項目であり、「判断の均質性」の下位項目である「第 29 条第 2 項（進歩性）の判断

の均質性」は、「普通」以上の評価の割合が 83.4%（同 80.6%）、上位評価割合が 38.1%（同 38.7%）

でした（図 4）。 

なお、「判断の均質性」の下位項目である「第 36条第 4項第 1号、第 36条第 6項（記載要件）

の判断の均質性」についての評価の割合は、「普通」以上の評価の割合が 79.0%（同 81.8%）、上

位評価割合 が 34.5%（同 36.9%）でした（図 5）。 

 
1 令和元年度調査までの「A 票」、「C 票」は、令和 2 年度調査から「票 1」、「票 2」に名称変更しました。表 3

の「令和元年度」以前の回答率については、「票 1」、「票 2」を「A票」、「C票」に読み替えてください。 
2 「満足」・「比較的満足」の評価の割合 
3 個別項目のうち、特許審査全般の質の全体評価との相関性が高く、かつ評価が低い項目。詳細は要約 5．

（１）参照。 
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図 1：国内出願における特許審査全般の質についての評価（全体評価） 

 
図 2：面接、電話等における審査官とのコミュニケーションについての評価 

 

図 3：判断の均質性についての評価 
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図 4：第 29条第 2項（進歩性）の判断の均質性についての評価 

 

図 5：第 36条第 4項第 1号、第 36条第 6項（記載要件）の判断の均質性についての評価 

 

3. PCT出願における国際調査等全般の質（票 2）について 

令和 4年度のPCT出願における国際調査等全般の質についての評価（全体評価）は、「普通」

以上の評価の割合が 97.1%（昨年度調査では 97.5%）、上位評価割合4が 63.7%（同 59.0%）でした

（図 6）。 

昨年度調査の結果に基づいて優先項目5とした「国際段階と国内段階との間での判断の一貫

性」についての評価は、「普通」以上の評価の割合が 90.9%（同 82.1%）、上位評価割合が 52.1%（同

43.8%）でした（図 7）。 

 

 

 
4 「満足」・「比較的満足」の評価の割合 
5 個別項目のうち、国際調査等全般の質の全体評価との相関性が高く、かつ評価が低い項目。詳細は要約

5．（2）参照。 
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図 6：PCT出願における国際調査等全般の質についての評価（全体評価） 

 

図 7：国際段階と国内段階との間での判断の一貫性 
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4. 他の国／地域の特許庁と比較した評価 

表 2は、特許審査の質に関し、各観点からそれぞれ優れている（又は望ましい）と感じる庁につ

いての回答（複数選択形式）を集計した結果を示したものです。 

 

表 2：各観点からそれぞれ優れている（又は望ましい）と感じる庁6 

観点 JPO USPTO EPO CNIPA KIPO 

拒絶理由通知等の記載のわかりやすさ 
192 

(58.2%) 

61 

(18.5%) 

91 

(27.6%) 

44 

(13.3%) 

49 

(14.8%) 

発明該当性、産業上の利用可能性（特許適

格性）の判断 

110 

(33.3%) 

36 

(10.9%) 

51 

(15.5%) 

17 

(5.2%) 

23 

(7.0%) 

新規性・進歩性の判断 
156 

(47.3%) 

41 

(12.4%) 

118 

(35.8%) 

32 

(9.7%) 

36 

(10.9%) 

記載要件の判断 
120 

(36.4%) 

36 

(10.9%) 

60 

(18.2%) 

23 

(7.0%) 

26 

(7.9%) 

判断の均質性 
144 

(43.6%) 

15 

(4.5%) 

97 

(29.4%) 

17 

(5.2%) 

21 

(6.4%) 

先行技術文献調査 
138 

(41.8%) 

51 

(15.5%) 

131 

(39.7%) 

43 

(13.0%) 

15 

(4.5%) 

審査官の技術等に関する専門知識レベル 
156 

(47.3%) 

24 

(7.3%) 

103 

(31.2%) 

24 

(7.3%) 

23 

(7.0%) 

意見書で主張した事項に対する応答 
139 

(42.1%) 

43 

(13.0%) 

65 

(19.7%) 

23 

(7.0%) 

19 

(5.8%) 

面接、電話等における審査官とのコミュニケ

ーション 

129 

(39.1%) 

78 

(23.6%) 

25 

(7.6%) 

28 

(8.5%) 

14 

(4.2%) 

審査を通して付与された特許の権利範囲 
125 

(37.9%) 

49 

(14.8%) 

62 

(18.8%) 

19 

(5.8%) 

31 

(9.4%) 

 

  

 
6 いずれかの庁で「わからない／経験がない」と回答した者を除いて集計。括弧内は、いずれかの庁で「わ

からない／経験がない」と回答した者を除く有効回答者数に対する各回答の割合。 
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5. 回答内容の分析 

（1）個別項目についての評価と全体評価との相関（国内出願） 
個別項目についての評価と全体評価との関係は、両者間の相関係数を用いて比較することが

できます。 

図 8は、国内出願における特許審査全般の質（票 1）の個別項目（全 18項目）についての評価

の平均値 7 を横軸、全体評価との相関係数を縦軸に示したものです。図中左側にある個別項目

ほど相対的に評価が低く、図中上側にある個別項目ほど相対的に全体評価との相関が高い（全

体評価に対する影響が大きいと考えられる）ことから、図中左上に位置する個別項目に優先的に

取り組むべきであると判断できます。今年度調査の結果からは、「判断の均質性」、「第 29条第 2

項（進歩性）の判断の均質性」が優先項目に該当すると考えられます。 

 

 
図 8：個別項目についての評価の平均値と全体評価との相関係数（国内出願）8 
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（2）個別項目についての評価と全体評価との相関（PCT出願） 
図 9 は、PCT 出願における国際調査等全般の質（票 2）の個別項目（全 12 項目）についての

評価の平均値7を横軸、全体評価との相関係数を縦軸に示したものです。（1）と同様にして、今年

度調査の結果からは、「国際調査等における判断の均質性」が優先項目に該当すると考えられ

ます。 

 

 

図 9：個別項目についての評価の平均値と全体評価との相関係数（PCT出願）8 

 

 
7 評価を 5（満足）、4（比較的満足）、3（普通）、2（比較的不満）、1（不満）として集計した場合の平均値 
8 先行技術文献調査に関する項目を水色、判断に関する項目を橙色、拒絶理由通知書等の記載に関する

項目を緑色、その他の項目を紫色のマーカーで示しています。白色のマーカーと矢印は、昨年度調査の結

果からの変化を示しています。 
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1．調査の概要 

（1）背景 

国際的に信頼される質の高い審査及び適切な権利の設定が、企業の円滑かつグローバルな

事業展開を支援し、イノベーションの促進や健全な取引秩序の維持を図る上で重要です。このよ

うな認識の下、特許庁は、世界最高品質の特許審査1の実現に取り組むための品質管理の基本

原則を示した「特許審査に関する品質ポリシー」（以下、「品質ポリシー」と言います。）を平成 26

年（2014 年）に公表しました。品質ポリシーでは、6 つの基本原則の 1 つとして「幅広いニーズや

期待に応えます」という原則を掲げ、特許庁が、我が国社会の利益及び特許制度に関わる方々

の満足に資するよう、特許審査に対する幅広いニーズや期待を把握し尊重することを宣言してお

ります。 

審査の質の現状を把握し、審査の質の維持・向上のための取組を充実させるためには、ユー

ザーの声を真摯に受け止めることが重要です。特許庁は、平成 24 年（2012 年）度よりユーザー

評価調査を実施し、ユーザーの声を品質管理施策に反映させてまいりました。 

本報告書では、今年度調査の集計及び分析結果について報告します。 

 

（2）本調査の目的 

本調査は、特許審査の質について、ユーザーからの評価、意見等を収集し、特許審査の質の

現状を把握するためのデータとして活用するとともに、今後の特許審査の質の改善に役立たせ

ることを目的としています。 

すなわち、本調査は、品質マニュアルに示されるところの「特許審査の質の維持・向上のため

のサイクル（PDCA サイクル）」において、特許審査業務の評価（CHECK）として位置づけられます。

そして、品質ポリシーに掲げられた「継続的に業務を改善します」という原則も実践すべく、特許

審査及びその関連業務の継続的な改善のために本調査の結果を活用していきます。 

 

（3）調査方法 

本調査は、令和 4年度の国内出願における特許審査全般の質（票 1）、令和 4年度の PCT出

願における国際調査等全般の質（票 2）について、オンラインアンケート形式で実施しました。各

調査票（付録参照）は、特許審査・国際調査等全般の質に関する項目について、「満足」、「比較

的満足」、「普通」、「比較的不満」、「不満」の 5段階の選択形式で評価・回答するものです。 

調査対象者には、オンラインアンケートに回答するためのパスワードを電子メール等により送

付し、任意記名式（ユーザーが記名での回答と無記名での回答を任意に選択できる形式）で調

 
1 本報告書における「特許審査」は、品質ポリシーにおける「特許審査」と同様に、発明の審査（ＰＣＴ出願に

関する国際調査及び予備審査を含む）及び実用新案技術評価書の作成を意味します。ただし、国内出願

における特許審査について説明する箇所では、国内出願の発明の審査を意味します。 
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査を実施しました（回答受付期間：令和 5年 5月～6月）。 

表 1～表 2 は、各調査票に関する対象者の選定方法及び対象者数を示したものです。票 1 及

び票 2の対象者には重複があり、この重複を除くと対象者は合わせて 745者でした。 

 

表 1：票 1の対象者の選定方法等 
 対象者の選定方法 対象者数 合計 

票 1 

（国内出願におけ

る特許審査全般の

質について） 

令和 3年度に筆頭出願人として 50件以上の国内

出願を行った内国出願人（個人を除く。）のうち、

令和 4年度に査定謄本の送達があり、公開されて

いる案件を有している者 

513者 

659者 

令和 3年度に筆頭出願人として 50件以上の国内

出願を行った在外出願人（個人を除く。）のうち、

令和 4年度に査定謄本の送達があり、公開されて

いる案件を有している者 

66者 

令和 3年度に筆頭出願人として 50件未満の国内

出願を行った小規模出願人2 
30者 

令和 3 年度における国内出願の代理件数が上位

50者の代理人 
50者 

 

表 2：票 2の対象者の選定方法等 
 対象者の選定方法 対象者数 合計 

票 2 

（PCT出願におけ

る国際調査等全般

の質について） 

令和 3年度に筆頭出願人として 18件以上の PCT

出願を行った内国出願人（個人を除く。）。 
331者 

383者 
令和 3年度に筆頭出願人として 18件未満の PCT

出願を行った小規模出願人 2 
22者 

令和 3年度における PCT出願の代理件数が上位

30者の代理人 
30者 

 

（4）回答率と回答者の業種内訳 

表 3 は、回答率の経年変化を示したものです3。表 4 は、票 1 及び票 2 の回答者の属性・業種

内訳を示したものです。回答全体に占める無記名での回答の割合は票 1で 39.1%（昨年度調査で

は 42.2%）、票 2 で 40.1%（同 44.2%）でした。票 1 及び票 2 の回答者の重複を除くと回答者数は合

わせて 592者でした。 

 

 
2 資本金が 3 億円以下又は従業員数が 300 人以下の企業（製造業に限る。）、特許庁との面談や意見交換

等の実績を有する企業から任意に抽出。 
3 令和元年度調査までの「A 票」、「C 票」は、令和 2 年度調査から「票 1」、「票 2」に名称変更しました。表 3

の「令和元年度」以前の回答率については、「票 1」、「票 2」を「A票」、「C票」に読み替えてください。 
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表 3：調査票の回答率 

 R5(回答数/対象数) R4(回答数/対象数) R3 R2 R1 H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 

票 1 
80.4% 

(530/659) 

84.9% 

（535/630） 

87.3

% 

87.0

% 

88.0

% 

90.0

% 

90.6

% 

89.3

% 

85.5

% 

86.8

% 

91.8

% 

91.4

% 

票 2 
82.0% 

(314/383) 

85.9% 

（317/369） 

88.4

% 

85.1

% 

90.5

% 

93.5

% 

92.3

% 

91.2

% 

87.4

% 

88.7

% 

90.6

% 

91.8

% 

 

表 4：回答者の属性・業種内訳 

属性・業種4 
票 1 票 2 

回答者数 割合 回答者数 割合 

内
国
出
願
人 

金属 20 3.8% 11 3.5% 

建設 10 1.9% 2 0.6% 

機械 79 14.9% 46 14.6% 

化学 59 11.1% 42 13.4% 

食品・医薬 8 1.5% 5 1.6% 

電気 61 11.5% 36 11.5% 

その他（製造業） 7 1.3% 2 0.6% 

その他（製造業以外） 32 6.0% 19 6.1% 

学校・公的研究機関等 12 2.3% 9 2.9% 

代理人 29 5.5% 16 5.1% 

在外出願人 6 1.1% 0 0.0% 

無記名 207 39.1% 126 40.1% 

合計 530 100.0% 314 100.0% 

 

  

 
4 日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）、ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調

査研究報告書（平成 23年 2月）等を参考にして内国出願人を 9業種に分類。 



 

4 

2．集計結果 

（1）国内出願における特許審査全般の質（票 1）について 

次ページの表 5は、令和 4年度の国内出願における特許審査全般の質について、全体評価と

個別項目についての評価とをまとめたものです。 

 

図 1 は、国内出願における特許審査全般の質についての評価（全体評価）の割合の経年変化

を示したものです5。全体評価は、「普通」以上の評価の割合が 96.6%（昨年度調査では 95.7%）、上

位評価割合6が 61.1%（同 61.3%）でした。 

 

 

図 1：国内出願における特許審査全般の質についての評価（全体評価） 

 

  

 
5 本報告書において、経年変化を示すグラフの縦軸は原則として「調査年度」を示しています。各年度調査

は「前年度の特許審査・国際調査等全般の質についての評価」を問うものであり、例えば「令和 5 年度調

査」は「令和 4年度の特許審査・国際調査等全般の質についての評価」を調査するものです。 
6 「満足」・「比較的満足」の評価の割合 

1.4%

1.5%

2.7%

3.8%

4.2%

5.3%

7.4%

6.5%

9.1%

8.4%

8.6%

7.2%

30.2%

43.5%

44.4%

50.5%

52.8%

53.0%

54.8%

50.7%

55.2%

54.6%

52.7%

54.0%

56.6%

47.5%

44.0%

39.4%

37.0%

35.2%

32.1%

36.5%

33.0%

32.0%

34.4%

35.5%

11.3%

7.3%

8.4%

6.2%

5.7%

6.2%

4.9%

5.8%

2.4%

3.7%

3.7%

3.2%

0.5%

0.2%

0.5%

0.2%

0.3%

0.3%

0.7%

0.5%

0.3%

1.2%

0.6%

0.2%
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表 5：全体評価と個別項目についての評価（国内出願）7 

評価項目 満足 
比較的 

満足 
普通 

比較的 

不満 
不満 

わからない

／経験がな

い、無回答 

全体評価 

特許審査全般の質 
38 

(7.2%) 

286 

(54.0%) 

188 

(35.5%) 

17 

(3.2%) 

1 

(0.2%) 
0 

個別項目についての評価 

拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載

のわかりやすさ 

61 

(11.5%) 

292 

(55.2%) 

160 

(30.2%) 

13 

(2.5%) 

3 

(0.6%) 
1 

拒絶査定の記載のわかりやすさ 
60 

(11.4%) 

262 

(49.9%) 

184 

(35.0%) 

14 

(2.7%) 

5 

(1.0%) 
5 

条
文
の
運
用 

第 29条第 1項柱書（発明該当性、産

業上の利用可能性）の運用 

66 

(15.6%) 

170 

(40.2%) 

183 

(43.3%) 

2 

(0.5%) 

2 

(0.5%) 
107 

第 29条第 1項（新規性）の運用 
77 

(14.6%) 

265 

(50.2%) 

170 

(32.2%) 

15 

(2.8%) 

1 

(0.2%) 
2 

第 29条第 2項（進歩性）の運用 
35 

(6.6%) 

229 

(43.3%) 

207 

(39.1%) 

51 

(9.6%) 

7 

(1.3%) 
1 

第 36条第 4項第 1号、第 36条第 6

項（記載要件）の運用 

35 

(6.7%) 

186 

(35.4%) 

233 

(44.3%) 

63 

(12.0%) 

9 

(1.7%) 
4 

判断の均質性 
24 

(4.8%) 

160 

(32.1%) 

244 

(48.9%) 

62 

(12.4%) 

9 

(1.8%) 
31 

  
第 29条第 2項（進歩性）の判断の均

質性 

25 

(4.8%) 

175 

(33.3%) 

238 

(45.3%) 

77 

(14.7%) 

10 

(1.9%) 
5 

  
第 36条第 4項第 1号、第 36条第 6

項（記載要件）の判断の均質性 

23 

(4.4%) 

158 

(30.2%) 

233 

(44.5%) 

97 

(18.5%) 

13 

(2.5%) 
6 

先
行
技
術
文
献
調
査 

国内特許文献の調査 
75 

(14.2%) 

259 

(49.1%) 

173 

(32.8%) 

16 

(3.0%) 

5 

(0.9%) 
2 

外国特許文献の調査 
29 

(5.8%) 

153 

(30.7%) 

267 

(53.6%) 

41 

(8.2%) 

8 

(1.6%) 
32 

非特許文献等の調査 
26 

(5.5%) 

126 

(26.6%) 

274 

(57.9%) 

36 

(7.6%) 

11 

(2.3%) 
57 

審査官の技術等に関する専門知識レベル 
43 

(8.2%) 

198 

(37.8%) 

241 

(46.0%) 

35 

(6.7%) 

7 

(1.3%) 
6 

意見書で主張した事項に対する応答 
37 

(7.1%) 

225 

(42.9%) 

234 

(44.7%) 

24 

(4.6%) 

4 

(0.8%) 
6 

面接、電話等における審査官とのコミュニ

ケーション 

57 

(17.5%) 

156 

(48.0%) 

100 

(30.8%) 

9 

(2.8%) 

3 

(0.9%) 
205 

 面接における審査官とのコミュニケーシ

ョン 

46 

(17.2%) 

131 

(48.9%) 

79 

(29.5%) 

8 

(3.0%) 

4 

(1.5%) 
262 

 電話における審査官とのコミュニケーシ

ョン 

50 

(17.2%) 

140 

(48.3%) 

91 

(31.4%) 

8 

(2.8%) 

1 

(0.3%) 
240 

審査を通して付与された特許の権利範囲 
27 

(5.2%) 

222 

(42.5%) 

243 

(46.6%) 

28 

(5.4%) 

2 

(0.4%) 
8 

 

  

 
7 括弧内は、「わからない／経験がない、無回答」を除く有効回答に対する各回答の割合。端数処理のため、

合計が 100%にならない場合があります。 
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図 2～図 19は、個別項目についての評価の割合の経年変化を示したものです。 

 

特許庁が達成すべき目標（実施庁目標）に関係する「面接、電話等における審査官とのコミュ

ニケーション」についての評価は、「普通」以上の評価の割合が 96.3%（同 95.9%）、上位評価割合

が 65.5%（同 66.1%）であり、令和 4 年度実施庁目標（上位評価割合 65%以上）を達成しました（図

16）。 

昨年度調査の結果に基づいて優先項目8とした「判断の均質性」についての評価は、「普通」以

上の評価の割合が 85.8%（同 81.8%）、上位評価割合が 36.9%（同 38.6%）でした（図 8）。 

同様に優先項目であり、「判断の均質性」の下位項目である「第 29 条第 2 項（進歩性）の判断

の均質性」についての評価は、「普通」以上の評価の割合が 83.4％（同 80.6%）、上位評価割合が

38.1%（同 38.7%）でした（図 9）。 

なお、「判断の均質性」の下位項目である「第 36条第 4項第 1号、第 36条第 6項（記載要件）

の判断の均質性」についての評価の割合は、「普通」以上の評価の割合が 79.0%（同 81.8%）、上

位評価割合 が 34.5%（同 36.9%）でした（図 10）。 

 

また、自由記入欄を見ると、個別項目のうち、「面接、電話等における審査官とのコミュニケー

ション」、「判断の均質性」についての意見が多く見られました。 

「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」については、肯定的な意見が半数以上

を占め、審査官によるユーザーの主張への理解や、補正案等に対する適切な心証開示、丁寧な

対応を肯定的に評価する意見が多く見られました。一方で、面接・電話応対後の判断の変更や、

面接時の審査官の態度が高圧的に感じられたことなどに関して改善を期待する意見も多く見ら

れました。 

「判断の均質性」については、記載要件の判断の均質性に関して改善を期待する意見が多く

見られました。 

 

図 2：拒絶理由通知等（拒絶査定を除く）の記載のわかりやすさについての評価 

 
8 個別項目のうち、特許審査全般の質の全体評価との相関性が高く、かつ評価が低い項目。詳細は 3．（１）

参照。 
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図 3：拒絶査定の記載のわかりやすさについての評価 

 
図 4：第 29条第 1項柱書（発明該当性、産業上の利用可能性）の運用についての評価 

 

図 5：第 29条第 1項（新規性）の運用についての評価 
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図 6：第 29条第 2項（進歩性）の運用についての評価 

 

図 7：第 36条第 4項第 1号、第 36条第 6項（記載要件）の運用についての評価 

 

図 8：判断の均質性についての評価 
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図 9：第 29条第 2項（進歩性）の判断の均質性についての評価 

 

図 10：第 36条第 4項第 1号、第 36条第 6項（記載要件）の判断の均質性についての評価 

 

図 11：国内特許文献の調査についての評価 
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図 12：外国特許文献の調査についての評価 

 

図 13：非特許文献等の調査についての評価 

 

図 14：審査官の技術等に関する専門知識レベルについての評価 
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図 15：意見書で主張した事項に対する応答 

 

図 16：面接、電話等における審査官とのコミュニケーションについての評価 

 
図 17：面接における審査官とのコミュニケーションについての評価 
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図 18：電話等における審査官とのコミュニケーションについての評価 

 

図 19：審査を通して付与された特許の権利範囲についての評価 
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（2）PCT出願における国際調査等全般の質（票 2）について 

表 6 は、令和 4 年度の PCT 出願における国際調査等全般の質について、全体評価と個別項

目についての評価とをまとめたものです。 

 

表 6：全体評価と個別項目についての評価（PCT出願）9 

評価項目 満足 
比較的 

満足 
普通 

比較的 

不満 
不満 

わからない

／経験がな

い、無回答 

全体評価 

国際調査等全般の質 
40 

(12.7%) 

160 

(51.0%) 

105 

(33.4%) 

9 

(2.9%) 

0 

(0.0%) 
0 

個別項目についての評価 

国際特許分類の精度 
69 

(23.8%) 

117 

(40.3%) 

102 

(35.2%) 

1 

(0.3%) 

1 

(0.3%) 
24 

除外対象に関する判断 
36 

(20.5%) 

54 

(30.7%) 

83 

(47.2%) 

2 

(1.1%) 

1 

(0.6%) 
138 

単一性違反に関する判断 
56 

(20.6%) 

90 

(33.1%) 

123 

(45.2%) 

3 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 
42 

新規性・進歩性に関する判断 
46 

(14.6%) 

134 

(42.7%) 

115 

(36.6%) 

16 

(5.1%) 

3 

(1.0%) 
0 

新規性・進歩性に関する見解の記載のわ

かりやすさ 

51 

(16.3%) 

146 

(46.6%) 

105 

(33.5%) 

9 

(2.9%) 

2 

(0.6%) 
1 

国際調査等における判断の均質性 
38 

(12.4%) 

113 

(36.9%) 

138 

(45.1%) 

17 

(5.6%) 

0 

(0.0%) 
8 

国際段階と国内段階との間での判断の一

貫性 

54 

(17.6%) 

106 

(34.5%) 

119 

(38.8%) 

25 

(8.1%) 

3 

(1.0%) 
7 

 
国際段階と国内段階との間での新規

性・進歩性に関する判断の一貫性 

48 

(15.5%) 

122 

(39.5%) 

119 

(38.5%) 

18 

(5.8%) 

2 

(0.6%) 
5 

 
国際段階と国内段階との間での記載要

件に関する判断の一貫性 

38 

(13.2%) 

107 

(37.2%) 

125 

(43.4%) 

15 

(5.2%) 

3 

(1.0%) 
26 

先
行
技
術
文
献
調
査 

国内特許文献の調査 
61 

(19.4%) 

146 

(46.5%) 

101 

(32.2%) 

6 

(1.9%) 

0 

(0.0%) 
0 

外国特許文献の調査 
29 

(9.6%) 

85 

(28.2%) 

163 

(54.2%) 

22 

(7.3%) 

2 

(0.7%) 
13 

非特許文献等の調査 
23 

(8.6%) 

69 

(25.9%) 

150 

(56.4%) 

21 

(7.9%) 

3 

(1.1%) 
48 

 

  

 
9 括弧内は、「わからない／経験がない、無回答」を除く有効回答に対する各回答の割合。端数処理のため、

合計が 100%にならない場合があります。 
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図 20 は、PCT 出願における国際調査等全般の質についての評価（全体評価）の割合の経年

変化を示したものです。全体評価は、「普通」以上の評価の割合が 97.1%（昨年度調査では 97.5%）、

上位評価割合10が 63.7%（同 59.0%）でした。 

 

図 20：PCT出願における国際調査等全般の質についての評価（全体評価） 

 

図 21～図 30は、個別項目についての評価の割合の経年変化を示したものです11。 

 

昨年度調査の結果に基づいて優先項目12とした「国際段階と国内段階との間での判断の一貫

性」についての評価は、「普通」以上の評価の割合が 90.9%（同 82.1%）、上位評価割合が 52.1%（同

43.8%）でした（図 27）。 

 

また、自由記入欄を見ると、個別項目のうち、「国際段階と国内段階との間での判断の一貫

性」、「外国特許文献の調査」についての意見が多く見られました。 

「国際段階と国内段階との間での判断の一貫性」については、新たな引用文献の追加や、同

一文献の認定の変更に伴う判断の変更や、国内段階における記載要件の指摘に関して改善を

期待する意見が見られました。 

 
10 「満足」・「比較的満足」の評価の割合 
11 個別項目のうち、「国際段階と国内段階との間での新規性・進歩性に関する判断の一貫性」、及び「国際

段階と国内段階との間での記載要件に関する判断の一貫性」の 2 項目は令和 5 年度調査で新設した項

目であることから、評価の割合の経年変化のグラフは割愛しています。 
12 個別項目のうち、国際調査等全般の質の全体評価との相関性が高く、かつ評価が低い項目。詳細は 3．

（2）参照。 
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図 21：国際特許分類の精度についての評価 

 

図 22：除外対象に関する判断についての評価 

 

図 23：単一性違反に関する判断についての評価 
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図 24：新規性・進歩性に関する判断についての評価 

 

図 25：新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさについての評価 

 

図 26：国際調査等における判断の均質性についての評価 
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図 27：国際段階と国内段階との間での判断の一貫性についての評価 

 

図 28：国内特許文献の調査についての評価 

 
図 29：外国特許文献の調査についての評価 
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図 30：非特許文献等の調査についての評価 
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（3）他の国／地域の特許庁と比較した評価 

表 7 は、日米欧中韓の五庁（日本国特許庁：JPO、米国特許商標庁：USPTO、欧州特許庁：

EPO、中国国家知識産権局：CNIPA、韓国特許庁：KIPO）における特許審査の質に関し、各観点

からそれぞれ優れている（又は望ましい）と感じる庁についての回答（複数選択形式）を集計した

結果を示したものです。 

 

いずれの観点においても、JPO が最も支持される結果となりました。自由記入欄を見ると、

JPO の拒絶理由通知の記載は、他の特許庁と比べて先行技術文献との一致点、相違点の説明

が適切に行われているとの意見が複数見られました。 

 

表 7：各観点からそれぞれ優れている（又は望ましい）と感じる庁13 

 
13 いずれかの庁で「わからない／経験がない」と回答した者を除いて集計。括弧内は、いずれかの庁で「わ

からない／経験がない」と回答した者を除く有効回答者数に対する各回答の割合。 

観点 JPO USPTO EPO CNIPA KIPO 

拒絶理由通知等の記載のわかりやすさ 
192 

(58.2%) 

61 

(18.5%) 

91 

(27.6%) 

44 

(13.3%) 

49 

(14.8%) 

発明該当性、産業上の利用可能性（特許

適格性）の判断 

110 

(33.3%) 

36 

(10.9%) 

51 

(15.5%) 

17 

(5.2%) 

23 

(7.0%) 

新規性・進歩性の判断 
156 

(47.3%) 

41 

(12.4%) 

118 

(35.8%) 

32 

(9.7%) 

36 

(10.9%) 

記載要件の判断 
120 

(36.4%) 

36 

(10.9%) 

60 

(18.2%) 

23 

(7.0%) 

26 

(7.9%) 

判断の均質性 
144 

(43.6%) 

15 

(4.5%) 

97 

(29.4%) 

17 

(5.2%) 

21 

(6.4%) 

先行技術文献調査 
138 

(41.8%) 

51 

(15.5%) 

131 

(39.7%) 

43 

(13.0%) 

15 

(4.5%) 

審査官の技術等に関する専門知識レベル 
156 

(47.3%) 

24 

(7.3%) 

103 

(31.2%) 

24 

(7.3%) 

23 

(7.0%) 

意見書で主張した事項に対する応答 
139 

(42.1%) 

43 

(13.0%) 

65 

(19.7%) 

23 

(7.0%) 

19 

(5.8%) 

面接、電話等における審査官とのコミュニ

ケーション 

129 

(39.1%) 

78 

(23.6%) 

25 

(7.6%) 

28 

(8.5%) 

14 

(4.2%) 

審査を通して付与された特許の権利範囲 
125 

(37.9%) 

49 

(14.8%) 

62 

(18.8%) 

19 

(5.8%) 

31 

(9.4%) 
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3．回答内容の分析 

（1）個別項目についての評価と全体評価との相関（国内出願） 

個別項目についての評価と全体評価との関係は、両者間の相関係数を用いて比較することが

できます。 

図 31 は、国内出願における特許審査全般の質（票 1）の個別項目（全 18 項目）についての評

価の平均値14を横軸、全体評価との相関係数を縦軸に示したものです。図中左側にある個別項

目ほど相対的に評価が低く、図中上側にある個別項目ほど相対的に全体評価との相関が高い

（全体評価に対する影響が大きいと考えられる）ことから、図中左上に位置する個別項目に優先

的に取り組むべきであると判断できます。今年度調査の結果からは、「判断の均質性」「第 29 条

第 2項（進歩性）の判断の均質性」が優先項目15に該当すると考えられます。 

 

（2）個別項目についての評価と全体評価との相関（PCT出願） 

図 32 は、PCT 出願における国際調査等全般の質（票 2）の個別項目（全 12 項目）についての

評価の平均値 14 を横軸、全体評価との相関係数を縦軸に示したものです。（1）と同様にして、今

年度調査の結果からは、「国際調査等における判断の均質性」が優先項目に該当すると考えら

れます。 

 

 
14 評価を 5（満足）、4（比較的満足）、3（普通）、2（比較的不満）、1（不満）として集計した場合の平均値。 
15 優先的に取り組むべき項目 
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図 31：個別項目についての評価の平均値と全体評価との相関係数（国内出願）16 

 

  

 
16 先行技術文献調査に関する項目を水色、判断に関する項目を橙色、拒絶理由通知書等の記載に関する

項目を緑色、その他の項目を紫色のマーカーで示しています。白色のマーカーと矢印は、昨年度調査の結

果からの変化を示しています。 

なお、個別項目（全 18項目）についての評価の平均値は、昨年度調査の結果と比較して 11 項目で減少し、

7 項目で増加しました。平均値が減少した 11 項目は、減少が大きい順に「面接における審査官とのコミュ

ニケーション」、「国内特許文献の調査」、「第 36 条第 4 項第 1 号、第 36 条第 6 項（記載要件）の運用」、
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図 32：個別項目についての評価の平均値と全体評価との相関係数（PCT出願）17 

 

  

 
17 先行技術文献調査に関する項目を水色、判断に関する項目を橙色、国際調査等の見解の記載に関する

項目を緑色、その他の項目を紫色のマーカーで示しています。白色のマーカーと矢印は、昨年度調査の結

果からの変化を示しています。 

なお、個別項目（全 12 項目）についての評価の平均値は、令和 5 年度新設の 2 項目を除いた全 10 項目

で増加しました。平均値が増加した 10 項目は、増加が大きい順に「国際段階と国内段階との間での判断

の一貫性」、「外国特許文献の調査」、「新規性・進歩性に関する見解の記載のわかりやすさ」、「非特許文

献等の調査」、「国際調査等における判断の均質性」、「新規性・進歩性に関する判断」、「除外対象に関す

る判断」、「単一性違反に関する判断」、「国際特許分類の精度」、「国内特許文献の調査」でした。 

国際特許分類

の精度

除外対象に関する判断

単一性違反に関する

判断

新規性・進歩性に関する判断

新規性・進歩性に関する見解

の記載のわかりやすさ

国際調査等における

判断の均質性

国際段階と国内段階との

間での判断の一貫性

国際段階と国内段階との

間での新規性・進歩性に

関する判断の一貫性

国際段階と国内段階との

間での記載要件に関する

判断の一貫性

国内特許文献

の調査

外国特許文献の調査

非特許文献等の調査

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

全
体
評
価
と
の
相
関
係
数

各項目の評価の平均値

高
い

低
い

不満 満足



 

23 

4．調査結果のまとめ 

令和 4 年度の国内出願における特許審査全般の質についての評価（全体評価）は、「普通」以

上の評価の割合が 96.6%（昨年度調査では 95.7%）、上位評価割合18が 61.1%（昨年度 61.3%）で、

個別項目についての評価も含め、昨年度調査の結果から大きな変化は見られませんでした（図 1

～図 19）。 

自由記入欄を見ると、個別項目のうち、「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」

についての意見が特に多く、審査官によるユーザーの主張への理解が適切になされたとの肯定

的な意見や、面接・電話応対後の判断の変更に関して改善を期待する意見が多く見られました。 

個別項目についての評価と全体評価との相関から、「判断の均質性」、「第 29 条第 2 項（進歩

性）の判断の均質性」が優先項目19に該当すると考えられます（図 31）。 

 

一方、令和 4年度の PCT出願における国際調査等全般の質についての評価（全体評価）は、

「普通」以上の評価の割合が 97.1%（昨年度調査では 97.5%）、上位評価割合が 63.7%（同 59.0%）

で、ほぼ全ての個別項目についての上位評価割合が、調査開始以来過去最多となりました（図

20～図 30）。 

個別項目についての評価と全体評価との相関から、「国際調査等における判断の均質性」が

優先項目に該当すると考えられます（図 32）。 

 

今後も、これまでの審査の質の維持・向上のための取組を着実に実施するとともに、特許庁で

実施している他の分析結果も踏まえ、今回抽出された「判断の均質性」等の課題の改善に取り組

んでまいります。 

 

5．今後のユーザー評価調査について 

ユーザーニーズの継続的な把握のため、来年度以降も同様の調査を継続する予定です。今

後の調査に当たっては、実施時期や実施方法、調査対象者の選定方法、調査票の内容等につ

いて、更なる改善に向けて検討してまいります。 

なお、本調査の結果は、産業構造審議会の知的財産分科会に設けられた審査品質管理小委

員会における、審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価等の議論のための基礎として

も活用されます。 

  

 
18 「満足」・「比較的満足」の評価の割合 
19 個別項目のうち、特許審査全般又は国際調査等全般の質の全体評価との相関性が高く、かつ評価が低

い項目。詳細は 3．（１）参照。 
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